
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人情報の入力のしかた

■ ハローワークインターネットサービスから、求人の申込み手続き（高卒・大卒等求人を除

く）を行う場合は、以下の手順にしたがって、求人情報を入力（仮登録）してください。

■ 筆記式の「求人申込書」による申込みをご希望の場合は、ハローワークインターネッ

トサービス内からダウンロードしてご記入の上、ハローワークの窓口にご提出ください。
（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/job_offer01.html）

■ ハローワークへの求人申込み実績の有無や求人者マイページの開設状況により、操作
の流れが異なります。

Ａ．ハローワークに求人を申し込んだことがない ・・・・・・・・・ ｐ２上へ
Ｂ．ハローワークに求人を申し込んだことがある

Ｂ－１．求人者マイページは開設済み（アカウント登録済み） ・・・ｐ２下へ
Ｂ－２．求人者マイページは未開設（アカウントは未登録） ・・・ｐ３へ

事業主の方へ
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B．ハローワークに求人を申し込んだことがある
B－１．求人者マイページは開設済み（アカウント登録済み）

① トップ画面の「事業所登録・求人申込み（仮登録）」ボタンをクリックします。① トップ画面の「ログイン（求人者マイページ）」ボタンを押下し、ログインアカウント（メールアドレス）と
パスワードを入力します。

求人者マイページにログイン

② 「求人者マイページホーム」画面で、 ボタンを押下します。 ４頁以降を参照し、求
人情報を入力してください。

新規求人情報を登録

ハローワークインターネットサービス トップ画面
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

A．ハローワークに求人を申し込んだことがない
→ 事業所情報の入力完了後に、求人情報を入力

① ハローワークに求人を申し込む場合は、事業所登録を行う必要があります。
まずは、事業所情報が登録されているか確認しますので、事業所所在地を管轄するハローワークにお問い合わ

せください。
事業所情報が登録されていないことが確認できたら、事業所情報を入力してください。詳細は、リーフレット

「事業所情報の入力のしかた」をご覧ください。

② 事業所情報の入力完了後、画面に記載されている内容を確認し、 ボタンを押下します。
４頁以降を参照し、求人情報を入力してください。

②



ハローワークインターネットサービス トップ画面
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

B－２．求人者マイページは未開設（アカウントは未登録）

① トップ画面の「事業所登録・求人申込み（仮登録）」ボタンを押下します。

② 「求人申し込み実績」画面で、「過去にハローワークに求人を申し込んだことがある」を選択し、「事業所番
号」を入力し、 ボタンを押下します。

「事業所番号」は、求人票や事業所確認票などで確認できます。分からない場合は、事業所所在地を管轄するハ
ローワークにお問い合わせください。

求人情報を入力

事業所登録・求人申込み（仮登録）

③ ４頁以降を参照し、求人情報を入力してください。

こちらを押下

③



（参考）求職者が注目する情報

① 次の項目は、求職者が求人情報を検索したときに、検索結果として一覧表示される情報です。
特に注目される情報となります。

「職種」「求人区分」「事業所名」「就業場所（市区町村まで表示）」「仕事の内容（90文字分の情報を表示）」
「雇用形態」「正社員以外の名称」「賃金」「就業時間（時間帯のみ）」「休日」「年齢」
「求人番号」「（求人情報・事業所名の）公開範囲」「求人数」「受付年月日、紹介期限日」

② 求職者が注目する次の情報について該当する場合は、アイコンで強調して表示されます。
「経験不問」「学歴不問」「資格不問」「時間外労働なし」「週休二日制（土日休）」「転勤なし」
「書類選考なし」「通勤手当あり」「駅近（徒歩１０分以内）」「マイカー通勤可」「ＵＩＪターン歓迎」
「トライアル雇用併用」

求人情報検索の結果一覧に表示される求人情報（イメージ）

～ 共通の入力ルール ～

● 「必須」と表示されている項目は、必ず入力してください。

● 「任意」と表示されている項目は、可能な範囲で入力してください。

● いったん選択したものについて、何も選択していない状態に戻したい場合は、「○未選択 を選択して

ください。

● ハローワークの来所者端末では、入力情報の一時保存機能は利用できません。（会社のパソコンから手続

きする場合は、一時保存機能を利用できます。）

● 入力忘れや入力間違い（半角・全角など）がある場合、画面上にメッセージが表示され、先へ進めません。

【赤色のメッセージの場合】内容を入力・修正した上で、「次へ進む」ボタンを押下してください。

【オレンジ色のメッセージの場合】内容を確認し、修正が不要であれば、もう一度「次へ進む」ボタンを押
下してください。

● 求人登録項目を入力中に、｢一時保存｣ボタンを押下すると、求人情報の登録を中断した情報を「一時保

存」できます。

必須

任意

○未選択

次へ進む

次へ進む

～ 求人申込みにあたって ～

○ 求人は、職種別、就業場所別、雇用形態別にお申し込みください。

○ 法令に違反する内容が含まれているもの、雇用関係でないもの、必要な条件が明示され
ていないものは受理できません。

○ これから入力いただく労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されて
います。求職者に分かりやすく誤解のないように、入力・説明をお願いします。

④



このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。次へ進む

・

⑤

【区分２】

・フルタイム：正社員のほか、正社員と同じ就
業時間の労働者を募集する場合は、雇用形態や
社内での呼称にかかわらず、「フルタイム」を
選択してください。

・パート：正社員より短い就業時間の労働者を
募集する場合は「パート」を選択してください。

（注）月給制＝フルタイム、時給制＝パートではあ
りません。

【トライアル雇用併用の希望】

・「トライアル雇用」の利用希望がある場合に
チェック してください。

・トライアル雇用（常用雇用へ移行することを目的に

期間を定めて試行的に雇用すること）の利用を希望す
る場合は、トライアル雇用助成金（一般・障害

者）の支給を受けるための各種要件を満たす必
要があります。（注：ハローワークの来所者端末では、
要件票のアップロードはできませんので、窓口でご相談く
ださい。）

【求人情報提供の希望】

８頁をご確認ください。

【求人情報・事業所名の公開範囲】
ハローワークインターネットサー

ビス(ハローワークの来所者端末を含
む)での求人情報・事業所名等の公開
範囲について、希望するものを選択
してください。
詳細は６頁をご確認ください。

【オンライン自主応募の受付】
オンライン自主応募の受付の可否

について、選択してください（オン
ライン自主応募を受け付ける場合は
求人者マイページの開設が必要で
す）。
詳細は７頁をご確認ください。

必須

必須

必須

求人区分（フルタイム・パートなど）や求人の公開範囲などについて、画面にしたがって入力してください。

求人仮登録－１．求人区分等

【区分１】

・募集する労働者について、「一般」「季節」
「出稼ぎ」の中から選択してください。

・「新規学卒者等」を対象とした求人を申し込
む場合は、専用のリーフレットをご覧ください。

・障害者に限定した募集をご希望の場合は、
「障害者」にもチェック してください。

必須



求人情報・事業所名等の公開範囲

申し込まれた求人は、ハローワークの来所者端末のほか、インターネット（ハローワークイ
ンターネットサービス）を通じて広く公開されます。求人票だけではなく、事業所の画像情報
やＰＲ情報も公開されます。

ハローワークインターネットサービス（ハローワークの来所者端末を含む）における公開範囲に
ついて、次の４つから選択してください。

※１ 「事業所名等」は以下の情報です。

事業所名、事業所番号、所在地、ホームページ、労働者派遣事業許可番号、就業場所の住所（市区町村名まで公

開）・地図・最寄り駅、設立年、資本金、会社の特長、役職・代表者名、法人番号、選考場所の住所・地図・最
寄り駅、応募書類の郵送先住所、担当者の課係名・氏名・電話番号・FAX番号・Ｅメール、支店・営業所・工
場等、年商、主要取引先、関連会社、画像等情報

※２ ｢ハローワークに登録している求職者｣には、ハローワークを利用されている求職者（利用登録者）と
ハローワークインターネットサービス上でのみ求職登録を行っている者（オンライン登録者）が含まれ
ます。

公開範囲１．すべての求職者に、事業所名等※１を含む求人情報を公開する

公開範囲２．ハローワークに登録している求職者※２に限定して、事業所名等※１を含む求人情報
を公開する（ハローワークに登録している求職者以外には、事業所名等※を含まない求人情報を提供する）

公開範囲３．事業所名等※１を含まない求人情報を公開する

公開範囲４．求人情報を公開しない

◆参考◆
公開範囲１：すべての求職者に、事業所名等を含む求人情報を公開する

★ハローワークに登録している求職者をはじめ、より多くの人材からの応募が期待できます。
★ハローワークに登録している求職者以外から問い合わせがくる可能性があります。

公開範囲２：ハローワークの求職者に限定して、事業所名等を含む求人情報を公開する
★事業所名等を確認できるのはハローワークに登録している求職者に限られるため、公開範

囲１に比べ応募者数が少なくなる可能性があります。

公開範囲３：事業所名等を含まない求人情報を公開する
★求職者は、ハローワークの窓口で事業所名や連絡先などを確認する必要があります。

公開範囲４：求人情報を公開しない
★ハローワークの来所者端末やハローワークインターネットサービスでは公開されません

（窓口での情報提供となります）。

！ご確認ください！
● 求人・事業所名等の公開範囲は、いつでも変更できます。

● 公開範囲１又は２の場合、ハローワークインターネットサービスを見た方が直接、応
募の問い合わせをする場合があります。（ハローワークの紹介を受けずに応募した方を採用した場合は、
ハローワークの職業紹介を要件とする各種助成金等の支給対象とはなりませんのでご留意ください。）

● ハローワークインターネットサービスに掲載される求人情報（地図情報、画像等情報を除

く）については、一定のルール内（ハローワークインターネットサービスからの転載であることや運営者

名・連絡先を明記する、情報を常に最新のものとするなど）で転載が可能となっています。このため、
求人情報サイトなどに二次利用（転載）されることもあります。

● 申し込まれた求人は、公開希望に応じてハローワークの来所者端末やハローワークイ
ンターネットサービスで公開するほか、公開希望にかかわらず（公開範囲４を除く）、ハ
ローワーク庁舎内に求人票を掲示・配架したり、求人情報冊子に掲載して、求職者に提
供します。

⑥



オンライン自主応募の受付の可否

⑦

ハローワークが職業相談の中で希望条件等を確認している求職者のほか、ハローワークイン
ターネットサービス上で求職登録した求職者（オンライン登録者）が、ハローワークを介さず
に、マイページを通じて求人に直接応募することができます（オンライン自主応募）。オンラ
イン自主応募を受け付ける場合には求人者マイページの開設が必要です。

直接応募であり、ハローワークで求職者と求人の適合性の確認を行っていません。このため、
募集要件に合致しない求職者の方が応募される場合があります。また、ハローワーク等の職業
紹介を要件とする助成金※の対象となりません。

※特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金

オンライン自主応募による応募は、求人者が「オンライン自主応募の受付」を「可」とした
求人に限られます。オンライン自主応募の受付の可否は求人ごとに設定可能です。

【求人申込みに当たっての流れ(オンライン自主応募の受付の設定）と注意点】
① ｢オンライン自主応募の受付｣は、求人ごとに設定が可能です。
※ 公開希望について｢「１．事業所名等を含む求人情報を公開する」「２．ハローワー

クの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する」のどちらかを選択してい
る場合のみ「オンライン自主応募を受け付ける」を選択可能です。｢ハローワークの求
職者｣には、ハローワークの利用者とオンライン自主応募のためにオンライン上のみで
求職登録している者を含みます。

※ オンライン自主応募を受け付ける場合は、求人者マイページから変更可能です。
※ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人につ

ては、オンライン自主応募を受け付けることができません。

② 「オンライン自主応募に関する注意文」を読み、「注意文を確認し、内容に同意しま
す」にチェックをします。

【オンライン自主応募に関する注意文】

・「オンライン自主応募」とは、求職者マイページを開設する求職者が、求職者マイページから求人者マイ
ページを通じて求人に直接応募する方法をいいます。

・「オンライン自主応募」は求職者の自主的な求職活動であり、ハローワークの職業紹介を介しない応募方
法となります。

・ 求職者からのオンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の職業紹介を要件と
する特定求職者雇用開発助成金等は対象とはなりません。

・ オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等については当事者同士で対応することになります。

！

１．か２．を選択

「オンライン自主応募
を受け付ける」を選択

「オンライン自主応募
に関する注意文」を確
認し、チェックボック
スにチェックをして内
容に同意する

※ オンライン自主応募の受付を可とする有効求人について、求人者マイページから公開され
ている求職者の情報を検索し、自社求人に応募してほしい求職者に、マイページを通じて応
募の検討依頼を直接することができます（直接リクエスト）。直接リクエストをした求人に
について、求職者はオンライン自主応募が可能です。このため、ハローワーク等の職業紹介
を要件とする助成金の対象とならない前提で行う必要があるなどの注意点があります。



職業紹介事業を行う地方自治体等や民間職業紹介事業者等への
求人情報の提供（オンライン提供）

ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方自治体等や民間職
業紹介事業者等（以下「利用団体」という。）が希望する場合に、オンラインで提供されます（オンライン提供）。

「リーフレット兼同意書」を確認し、求人情報のオンライン提供の同意欄にチェック してください。

これらの利用団体に対して、求人情報の提供を希望しない場合は、希望しない提供先にチェック して
ください。（ □ 地方自治体・地方版ハローワーク □ 民間人材ビジネス ）

※ オンライン提供に同意された場合は、求人情報・事業所名等の公開範囲（６頁）にかかわらず、事業所名等を含めた求人情報がオンライン提供されます。
※ 具体的な団体・法人名は、ハローワークインターネットサービスに掲載しています。
※ 求人情報の提供先となる利用団体を求人者が個別に指定することはできません。

なお、求人情報提供（オンライン提供）の可否は、求人申込み・公開後にも変更可能です。
※ オンライン提供の可否は、求人者マイページからも変更可能です。

提供先となる「地方自治体・地方版ハローワーク」とは？（地方自治体等）
・職業安定法第29条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う地方自治体

※提供された求人情報は、就業支援・職業紹介のために使われ、より多くの求職者とのマッチングの可能性が高まります。

・自ら職業紹介は行わないが、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体
※求人者および求職者から金銭を徴収しない場合に限ります。実際に職業紹介（求人事業主への求職者の紹介）を行う委託先の職業紹介事業者にも求人情報は提供されます。

・ハローワークと連携し、求職者に対して職業紹介に準じた個別支援を行う地方自治体
・職業安定法第33条の２第１項第３号・第４号に基づき無料職業紹介事業を行う職業能力開発施設等
・職業安定法第33条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う事業者のうち法令等に基づき指定等を受け

た団体等
※都道府県ナースセンター、都道府県福祉人材センター、保育士・保育所支援センターなど

提供先の「民間人材ビジネス」とは？（民間職業紹介事業等）
・職業安定法第30条第１項に基づき有料職業紹介事業を行う事業者
・職業安定法第33条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う事業者（法令等に基づき指定等を受けた団体等を除く）

・職業安定法第33条の２第１項第１号・第２号に基づき無料職業紹介事業を行う学校等（中学校・高等学校を除く）

・職業安定法第33条の３第１項に基づき無料職業紹介事業を行う特別の法人

＜求人情報の提供における留意事項＞

① オンライン提供した求人について、提供先の利用団体から、職業紹介や関連するサービスの利用を勧められる
ことがあります。これらの職業紹介や関連するサービスを希望する場合には、利用団体が定める手続きにより、
求人の提出や所要の契約などを行ってください。

② 有料職業紹介事業者による職業紹介では、手数料が発生する場合があります。手数料について、有料職業紹介
事業者から十分に説明を受け、手数料の発生に同意した上で職業紹介を受けてください。その他の関連するサー
ビスも有料となる場合があります。これら手数料が発生する職業紹介、有料サービスの利用のために必要な費用
は求人事業主が全額を負担し、ハローワーク（国）は一切負担しませんのでご留意ください。

③ 雇用関係助成金を取り扱っていない利用団体から職業紹介を受けた場合、職業紹介事業者による職業紹介の利
用が要件となっている雇用関係助成金の支給対象にはなりませんのでご留意ください（雇用関係助成金を取り
扱っている利用団体であっても、一部の助成金は取り扱っていない場合があります）。

④ 利用団体の提供するサービスについては、ハローワーク（国）は一切責任を負いませんので、求人事業主の判
断で利用を決めてください。

【参考】ハローワークからオンライン提供された求人情報を利用する際のルール（主なもの）
① ハローワークに求人を提出した求人事業主は、そもそも無料の職業紹介を受けることを希望していたものであり、有料職業紹介事業者は、

手数料について十分に説明すること。
② 利用団体は、求人の申込みを受理した後、求人事業主に対して、速やかに書面の交付またはメールにより、（イ）取扱職種の範囲、（ロ）

手数料に関する事項（有料職業紹介事業者のみ）、（ハ）苦情の処理に関する事項、（ニ）求人者の情報（職業紹介に係るものに限る）の取扱いに関する
事項、（ホ）求職者の個人情報の取扱いに関する事項、（ヘ）返戻金制度に関する事項（有料職業紹介事業者のみ）

を明示すること（職業安定法第29条の４および第32条の13に規定。求職者にも明示が必要）。
③ 求人事業主の希望がある場合に限り、職業紹介以外の充足サービス（民間職業紹介事業者等が取り扱う求人広告などの利用勧奨など）や職業紹介に関連し

たサービス（コンサルティング、受入・定着支援など）を提示することができる。
④ 求人事業主に対して、労働者派遣や請負など求人事業主の直接雇用でない形態への転換や無期雇用から有期雇用への雇用形態の転換、賃金

などの労働条件の切り下げを働きかけないこと。（ただし、紹介予定派遣は、労働者派遣として開始されるものであるが、労働者派遣の開始前又は開始後に職業紹介を行
うことが前提であるため、目的外利用とはならない。）

⑤ 雇用関係助成金の取扱いの有無、取り扱う雇用関係助成金の種類について、あらかじめ求人事業主に十分に説明すること。
⑥ 利用団体が求人を受理した後は、利用団体の求人であることを求職者に明確に示すこと。
⑦ 利用団体による職業紹介は全て利用団体の責任において実施し、求人内容を含め、ハローワークは一切責任を負わないこと。
⑧ 求人事業主の意に反した営業活動を行わないこと。求人事業主へ営業活動を行うに当たっては、社会通念上相当と認められる頻度・時間帯

で行い、短期間に繰り返し連絡するような行為を行わないこと。

※ ①と⑧は求人情報のオンライン提供先が地方自治体等の場合は適用されません。
⑧



求人仮登録－２．事業所情報

登録されている事業所の情報を表示していますので、内容をご確認ください。

登録している内容を変更したい場合は、窓口にお申し出いただくか、求人者マイ
ページから事業所情報を変更してください。

このページを確認したら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

⑨



求人仮登録－３．仕事内容

職種や仕事の内容、雇用形態などについて、画面にしたがって入力してください。

＜職業分類＞

「職業分類を選択」ボタンを押下すると別
ウィンドウが表示されますので、該当する職種
を探して登録・選択してください（詳細は下欄
参照）。

介護スタッフ（老人福祉施設）

【職種】

どのような職業かを求職者がイメージしやす
いよう、専門用語や企業独自の呼称を避けた表
現で入力してください。

～職業分類の登録方法について～

① 「職業分類を選択」ボタンを押下

② 画面（職業分類検索画面）が表示されます

③ 「検索キーワード」欄に、希望する職種名やキーワードを入力し、「検索」ボタンを押下

④ 入力したワードに該当するリストが表示されます

⑤ リストから該当する職種名を選択し、「決定」ボタンを押下

職業分類を選択

検索

050 01

⑩

(注１） 該当する職種名がない場合などは、チェックボックスがついているリストの中からできる限り
近い職業名を選択してください。その際、できる限りで詳しいリスト（下の階層のチェックボック
ス）を選択するようにしてください。

（注２） 検索キーワードを入力せずに、カテゴリーから選択いただくこともできます。

必須

任意



【仕事の内容】

仕事の内容は求職者が最も重要視する項
目の一つです。詳しく説明することで、求
職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募
者が増えることにつながります。応募者の
目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で
入力してください。

※ 求職者が求人情報を検索した際、検索
結果には、「仕事の内容」としての情報が
一覧表示されます。（４頁下をご参照くだ
さい。）

【派遣・請負等】
・派遣、紹介予定派遣、請負により他の事
業所で就業する仕事に該当するか否かを選
択してください。
・「派遣」求人の場合は、労働者派遣事業
の許可番号（事業所情報）が表示されます。
・「請負」とは、就業場所が自社内の事務
所、工場、作業場などでなく、請負契約
（委託契約等の場合も含む）に基づいて、
当該請負契約の発注企業の事業所内で就業
することとなる事業所からの求人のことを
指します。

【雇用形態】
＜フルタイムの場合＞
・「正社員」「正社員以外」「有期雇用派遣
労働者」「無期雇用派遣労働者」から選択し
てください。
・「正社員以外」の場合は、社内での具体的
な名称・呼称を入力してください。
（例）契約社員、嘱託社員、準社員、アルバイト

＜パートタイムの場合＞
「パートタイム労働者」「有期雇用派遣

パート」「無期雇用派遣パート」から選択し
てください。

＜正社員登用の有無・実績＞
正社員以外の労働者を正社員に登用する可

能性の有無を選択し、「あり」の場合は、過
去３年間の登用実績を入力してください。

＜用語の定義＞
・「正社員」：社内での名称・呼称にかかわ
らず、①直接雇用である、②雇用期間に定め
がない、③フルタイムである、④社内の他の
雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高
い責任を負いながら業務に従事する要件を満
たすものが該当します。
・「正社員以外」：契約社員や嘱託社員、準
社員などが該当します。
・「無期雇用派遣労働者」：社内で正社員と
呼称されている場合もありますが、求人申込
み時には「無期雇用派遣労働者」を選択して
ください。

【雇用期間】
・「雇用期間の定めなし」、「雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）」、「雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）」、「日雇（日々
雇用又は１ヶ月未満）」から選択してください。
・「雇用期間の定めあり」を選択した場合は、雇用期間年月日
（または雇用期間年月数）を入力してください。

＜契約更新の可能性＞
・「契約更新の可能性の有無」：当初の予定の雇用期間終了時点
で契約更新がなされる可能性がある場合は「あり」を、可能性が
ない場合は「なし」を選択してください。
・更新継続が期待される場合は「原則更新」を選択してください。
・更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付
きで更新あり」を選択し、更新の条件がある場合を「契約更新の
条件」に入力してください。

＜用語の定義＞
・「雇用期間の定めなし」：雇用契約において雇用期間の定めが
ない場合をいいます。
・「日雇」は、日々雇用されるか、または１ヶ月未満の雇用期間
の場合をいいます。

⑪

必須

必須

必須

必須



【試用期間】

・試用期間が「あり」の場合はその期間を入
力してください。

・試用期間中の労働条件について該当するも
のを選択し、「異なる」場合は「試用期間中
の労働条件の内容」に試用期間中の条件をで
きる限り詳しく入力してください。

【就業場所】
・就業場所は、「事業所所在地と同じ」「事
業所情報で登録した就業場所名称」「就業場
所を入力」から選択してください。

・「就業場所を入力」を選択した場合は、郵
便番号を入力し、「住所検索」ボタンをク
リックすると該当する住所が表示されますの
で、続きを入力してください。

・都道府県から入力してください（都道府県
名を入力しないと地図を表示できません）。

・求職者が迷わないよう、ビル名、階数、部
屋番号まで正確に入力してください。

住所検索

【地図】

・「事業所所在地と同じ」「事業所情報で登
録した就業場所名称」を選択した場合は、
「登録済みの地図を表示」ボタンをクリック
してください。

・就業場所を入力した場合は、地図表示」ボ
タンをクリックすると、入力した所在地の周
辺地図が表示されますので、ピンの位置や縮
尺を調整してください。ピン表示を希望しな
い場合は、ピンを削除してください。

地図表示

登録済みの地図を表示

【最寄り駅】

・鉄道等の路線名と駅名を入力してください。

・バス停等を利用する場合は、「就業場所に
関する特記事項」に入力してください。

【在宅勤務】
・「在宅勤務」できる人を募集する求人の場
合は「在宅勤務」にチェック し、事業所へ
の出勤の必要性の有無、週あたりの出社の回
数などを「就業場所に関する特記事項」に入
力してください。

・「希望により在宅勤務可」である場合は
チェックせず、「就業場所に関する特記事
項」に「在宅勤務可」と入力してください。

・出勤を免除される場合でも、自宅以外の場
所に出向いて勤務するもの（営業、運転、訪
問、工事、取材など）や、在宅勤務制度があ
る場合はチェックせず、「就業場所に関する
特記事項」に入力してください。

【受動喫煙対策】

就業場所における受動喫煙防止に
向けた取組内容について入力してく
ださい。詳細はリーフレット「受動
喫煙防止のための取組を明示してく
ださい」をご確認ください。

【転勤の可能性】
・入力した就業場所以外への転勤の可能性の有無を選択してください。
・就業場所が数カ所あり、それぞれの場所ごとの募集人数が確定してい
る場合は、就業場所ごとに別の求人として申し込んでください。

⑫

【駐車場の有無】
駐車場「あり」の場合は、有

料か無料かを「求人に関する特
記事項」欄に入力してください。

必須

必須

必須

必須

必須

必須

任意

任意



このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【年齢】
・年齢にかかわりなく働く機会が均等に与え
られるよう、労働者の募集・採用の際には、
労働施策総合推進法に基づく例外事由に該当
する場合を除き、年齢を不問としなければな
りません。
・「制限あり」を選択した場合は、「年齢制
限範囲」を入力し、「年齢制限該当事由」に
ついて該当するものを選択し、「年齢制限の
理由」を入力してください。
（入力例）

年齢制限：制限あり
年齢制限範囲： ～ 64歳以下
年齢制限該当事由：定年を上限
年齢制限の理由：65歳を定年とするため

【学歴・専攻】

必要な学歴の有無について「必須」または
「不問」を選択してください。「必須」を選
択した場合、必要学歴を選択してください。
必要な専攻があれば、入力してください。

【必要な経験等】

必要とする経験・知識・技能等がある場合
には「必須」または「あれば尚可」を選択し、
具体的に入力してください。特にない場合は
「不問」を選択してください。

【必要なＰＣスキル】

必要なパソコン（ＰＣ）スキルがある場合
は、使用するアプリケーションやどのような
作業を行うのかを具体的に入力してください。

～「免許・資格」の選択・登録方法について～

① 免許・資格を選択」ボタンをクリック

② 右の画面（免許資格 選択画面）が表示されます

③ 「大分類」から分野を選択

④ 次に「中分類」から分野を選択

⑤ 次に「小分類」から該当する免許資格を
選択し、「決定」ボタンをクリック

（注）「閉じる」ボタンをクリックすると、免許・資格の
選択・登録をやめることができます。

【必要な免許・資格】
「免許・資格を選択」ボタンをクリックす

ると、免許・資格一覧が表示されますので、
該当する免許・資格を選択してください。該
当するものがない場合は、「その他の免許・
資格名など」欄に免許・資格名を入力してく
ださい。

⑬

必須

必須

必須

任意

任意



【賃金形態】
賃金形態を選択してください。

「月給」：月額が決められて支給
「日給」：日額を決めて、勤務日数に応じて支給
「時給」：時間額を決めて、勤務時間数に応じて支給
「年俸制」：年額を決めて各月に配分して支給
「その他」：上記のいずれにも該当しない場合（週給な

ど）は、「その他の内容」欄に賃金形態を入力
してください。

【賃金の額】
＜フルタイム求人の場合＞

「月給」以外の場合に、その額を入力してください。
＜パート求人の場合＞

「時給」以外の場合に、その額を入力してください。

【基本給（ａ）】
＜フルタイム求人の場合＞

月額で入力してください。時給や日給、年俸制の場合
でも、月額に換算して（標準的な月の出勤日数により算
出して）入力してください。

＜パート求人の場合＞
時間額で入力してください。 日給や月給の場合でも時

間額に換算して入力してください。

＜共通＞
基本給に固定残業代が含まれている場合、その分を抜

き出し「固定残業代（ｃ）」に入力してください。

【定額的に支払われる手当（ｂ）】
・採用する労働者全員に毎月定額的に支払われる手当が
ある場合に入力してください。４つまで入力できます。
（例） 役職手当、技能手当、資格手当、地域手当など

・固定残業代は「定期的に支払われる手当（ｂ）」では
なく「固定残業代（ｃ）」に入力してください。

【ａ＋ｂ（固定残業代がある場合はａ＋ｂ＋ｃ）】
・自動計算されますので、額を確認してください。
・フルタイム求人の場合は月額（換算額）、パート求人
の場合は時間額（換算額）となります。

【固定残業代（ｃ）】
・固定残業代（名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働に対す

る割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組み）を
採用しているか否かを選択してください。
・「あり」の場合は固定残業代の額を入力し、「固定残
業代に関する特記事項」欄に、時間外労働の有無にかか
わらず固定的に支給されるものであること、超過分が法
定どおり追加で支給されることを必ず明記してください。

入力例：「時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代
として支給し、○時間を超える時間外労働は法定どおり追加で支給。」

【その他の手当等付記事項（ｄ）】
(a)～(c)のほか、家族手当、皆勤手当など、個人の

状態、実績に応じて支払われる手当などがある場合に
はその内容を入力してください。

⑭

必須

必須

必須

必須

任意

任意

求人仮登録－４．賃金・手当

賃金や各種手当などの求人条件について、画面にしたがって入力してください。



【月平均労働日数】
フルタイム求人の場合のみ、入力してください。

【昇給】
・昇給制度の有無を選択してください。
・制度「あり」の場合は、前年度実績の有無
を選択してください。
・前年度実績「あり」の場合、フルタイム求
人は１月あたり、パート求人は１時間あたり
の金額又は昇給率を入力してください。昇給
にはベースアップを含みます。
・昇給制度はないが、前年度に臨時的に昇給
した場合は、「求人に関する特記事項」欄に
入力してください。

【賞与】
・賞与制度の有無を選択してください。
・制度「あり」の場合は、前年度実績の有無
を選択してください。
・前年度実績「あり」の場合、支給回数、年
間の支給合計月数または支給金額（従業員の
平均）を入力してください。
・前年度実績「なし」の場合は、支給回数に
「０」を入力してください。
・賞与制度はないが、前年度に臨時的に支給
した場合は、「求人に関する特記事項」欄に
入力してください。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

⑮

必須

必須

必須



求人仮登録－５．労働時間

就業時間や時間外労働などの求人条件について、画面にしたがって入力してください。

【就業時間】
・就業時間は、24時間表記で入力してください。３つまで入力できます。

・就業時間が法定労働時間の範囲内となっていることを確認するため、必要に応じて就業規則や各種届出などの内容
を確認させていただく場合があります。

■特定曜日のみ通常の就業時間と異なる場合
「就業時間１」に通常の就業時間を入力し、「就業時間２」に特定曜日の就業時間帯を追加して入力し、「就業時

間に関する特記事項」に特定曜日について入力してください。

■交替制やいわゆる｢シフト制｣(労働日や労働時間が一定期間ごとに作成される勤務シフトなどで確定するもの）の
場合
それぞれの就業時間を入力してください。
※いわゆる ｢シフト制｣の求人の場合には、「就業時間に関する特記事項」、「休日等」、「求人に関する特記事
項」欄に、例えば、一定の期間において、①労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯、②一定の期間
において目安となる労働日数、労働時間数、③最低限労働する日数、労働時間数などを記載してください。また、
できる限り、 「就業時間に関する特記事項」 、「求人に関する特記事項」欄に、シフトの決定方法やシフト表
などを労働者に通知する期限、通知方法などを記載してください。

■「フレックスタイム制」の場合
「就業時間１」に標準となる１日の就業時間帯を入力し、 「就業時間に関する特記事項」にフレキシブルタイム、

コアタイムの就業時間帯を入力してください。

■変形労働時間制の場合
・「変形労働時間制の単位」を選択してください。

・始業・終業時刻について、「就業時間に関する特記事項」に入力してください。
１年単位の場合の記載例：変形労働時間制により所定の始業終業時間は業務繁忙期の○月～○月は○時～○時、○月～○月は○時～○時、所定

休日は年間カレンダーで指定。

■「裁量労働制」の場合
・「就業時間に関する特記事項」に、「専門業務型」か「企画業務型」のどちらに該当するか、必ず入力してくださ
い。また、「裁量労働制により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」旨を必ず、明記してく
ださい。

記載例：「裁量労働制に（専門業務型又は企画業務型）より出社時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす。」

・裁量労働制の求人申込みについては、労使協定など（裁量労働制の対象業務や有効期間などを確認できる書類）を確認させて
いただきます。

⑯

必須



このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【年間休日数】
フルタイム求人の場合のみ、入力してくだ

さい。

【週所定労働日数】
パートタイム求人の場合のみ、入力してく

ださい。

⑰

必須

必須

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。

・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合などとの労働基準法第３６条に基づく時間外及び
休日労働に関する労使協定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。

・時間外労働「あり」の場合は、月平均残業時間数を入力してください。また、事業場外労働のみな
し労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数を
入力してください。

【３６協定における特別条項の有無】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」に特別

な事情や延長時間などについて具体的に入力してください。
記載例：「○○のとき（特別な事情）は、１日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、１年○時間までできる」

必須



【加入保険等】など
雇い入れようとする労働者に適用される制

度について、事業所情報として登録した内容
と同じ場合には「同じ」を選択してください。
雇用形態や、フルタイム・パートタイムに
よって適用される内容が異なる場合には、雇
い入れようとする労働者に適用される制度を
選択・入力してください。

【利用可能託児施設】
利用可能託児施設「あり」の場合は、施設

の場所が社内か社外か、利用条件、利用時間、
自己負担の有無などを具体的に入力してくだ
い。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【定年制】【再雇用制度】【勤務延長】
雇い入れようとする労働者に適用される制

度を選択・入力してください。事業所に雇用
される通常の労働者と適用される制度が同じ
場合は「同じ」を選択してください。

「定年制」：事業所の労働協約、就業規則、
労働契約などで定める定年制の有無。定年年
齢などについて入力してください（雇用期間
の定めのない求人に限ります）。

「再雇用制度」：定年年齢に到達した者を
いったん退職させた後、再び雇用する制度の
有無、上限年齢について入力してください。

「勤務延長」：定年年齢に達した者を退職さ
せることなく引き続き雇用する制度の有無、
上限年齢について入力してください。

「事業所に関する特記事項」：定年制、再雇
用制度、勤務延長についての条件などがある
場合は入力してください。

また、高齢法に基づく70歳まで継続的に業
務委託契約等を締結する制度の導入や事業主
が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制
度を導入しているが事業所情報には記載され
ていない場合、講じている措置の種類、措置
の対象となる上限年齢、措置の対象者の基準
がある場合はその旨を｢求人に関する特記事
項｣欄にそれぞれ入力してください。

※「求人に関する特記事項」欄は、事業所情
報に入力された就業確保措置と異なる場合の
み記入してください。

⑱

必須 任意

必須

必須

求人仮登録－６．保険・年金・定年等

加入保険や定年制などの求人条件について、画面にしたがって入力してください。



登録したＰＲ情報は、求人票には掲載
されませんが、ハローワークインター
ネットサービスやハローワークの来所者
端末のほか、「求人・事業所ＰＲシー
ト」に掲載されます。

【障害者に実施している合理的配慮の例】
募集・採用時や採用後において、障害者に対

して合理的配慮を行った例があれば入力してく
ださい。
※ 合理的配慮とは、障害者と障害者でない者との
均等な機会や待遇の確保、障害者の有する能力の
有効な発揮の支障となっている事情を改善するた
めの必要な措置です。

【障害者の就労や定着に関するサポート体制】
自社で雇用する障害者の就労や定着のために

取り組んでいることがあれば入力してください
（障害者に特化したものでなくてもかまいません）。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【事業所からのメッセージ】
従業員の働きやすさ（有給休暇の平均取得実

績などの情報開示）、事業所の求める具体的な
人物像、社長・社員から応募者に向けたメッ
セージなどの事業所や求人のアピールポイント
や求職者に伝えたい事柄を入力してください。

⑲

任意

任意

任意

求人仮登録－７．求人ＰＲ情報

事業所からのメッセージなどＰＲ情報について、画面にしたがって入力してください。



求人仮登録－８．選考方法

採用人数や選考方法などについて、画面にしたがって入力してください。

【選考結果通知】
・選考結果を通知するタイミングや日数を選
択・入力してください。
・「その他」を選択した場合は「選考に関する
特記事項」に入力してください。
・事情により選考が遅れた場合も、この日数以
内に応募者に対して事情を説明し、ハローワー
クにも連絡してください。

【選考場所】
・「事業所所在地と同じ」「事業所情報に登録
した就業場所名称」「選考場所を入力」から選
択してください。
・「選考場所を入力」を選択した場合は、郵便
番号を入力し、「住所検索」ボタンを押下する
と該当する住所が表示されますので、続きを入
力してください。求職者が迷わないようにビル
名、階数など正確に入力してください。

【地図】

・「事業所所在地と同じ」「事業所情報で登録
した就業場所名称」を選択した場合は、
「登録済みの地図を表示」ボタンを押下してく
ださい。

・選考場所を入力した場合は、地図表示」ボタ
ンを押下すると、入力した所在地の周辺地図が
表示されますので、ピンの位置や縮尺を調整し
てください。

【最寄り駅】

・鉄道の最寄り駅について、路線名と駅名を入
力してください。
・バス停等は、「選考に関する特記事項」に入
力してください。

【選考方法】
・「その他」を選択した場合は「選考に関する
特記事項」に入力してください。

【求職者への通知方法】
・「その他」を選択した場合は「選考に関する
特記事項」に入力してください。

⑳

必須

必須

必須

必須

必須

任意



【応募書類の返戻】
応募書類は重要な個人情報です。原則として

応募者に返却してください。返却できない場合
については、その理由及び処分方法などの取扱
いをハローワークから確認させていただく場合
があります。

【担当者】【メールアドレス】など
担当者名（※）やメールアドレスなどについ

て、ハローワークインターネットサービスやハ
ローワークの来所者端末で公開したくない場合
は空欄とし、担当者名やメールアドレスなどを
窓口の職員にお伝えください。
※ 職場で使用している氏名（旧姓等）を記載ください。

【求人に関する特記事項】
各欄に入力しきれなかった内容や応募

上の注意事項、採用にあたって参考とな
る情報などを入力してください。

㉑

【送付方法】
応募書類の事前送付を求めない場合は「その

他」を選択し、「その他の送付方法」に「持参
してください」「面接日当日持参」などと入力
してください。

必須

必須

必須

任意



このページの入力が終わったら、「仮求人票を表示」ボタンをクリックし、求人票（仮登録）の内容をよく確
認してください。

よろしければ 「完了」 ボタンをクリックしてください。

【ハローワークへの連絡事項】
・求人票には掲載されません。求人申込みにあ
たり、ハローワークに伝えたいことを入力して
ください。
・求人者マイページから、申込み済みの求人情
報データを活用して求人を申し込む場合は、変
更した項目（賃金、就業時間など）を入力して
ください。
・質問がある場合は、直接ハローワークにお問
い合わせください。

求人情報の入力（仮登録）が完了しました。

ハローワークでの受理手続きが完了するまでお待ちください。受理手続きが完了すると、アカウントとし

て登録したメールアドレス宛に、求人が受理された旨のメールが届きます。

求人仮登録－９．求人情報入力（仮登録）完了

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
㉒

任意


